
資料 

１ 全銀システム稼動時間拡大サービス 
 2020 年 9月 23日 15時より、全銀システム稼動時間拡大サービスに参加します。 

ANSER-VALUX（ANSER-SPC-VALUX、ANSER-DS-VALUX）および農林中金ネット 
バンクにおいて、弊金庫本支店間および他金融機関あての即時でのお振込、および口座残 
高・取引明細にかかる照会が可能となる時間を平日８時～20 時に拡大します。なお、店
舗窓口でのお振込、その他メディアでのお振込の取扱については、変更ありません。 
 

＜ご留意いただきたい事項＞ 
（１）お振込されるお客様 
・お振込先の金融機関またはお受取人口座の状態により、平日 15 時以降は即時振込とな 
らない場合があります（※）。 

・平日８時～20時以外の時間帯にお振込された場合、お受けできません。 
・総合振込、給与・賞与振込は全銀稼動時間拡大の対象外です。 
※振込先の金融機関の取扱については、各金融機関にお問い合わせください。 
 

（２）お振込をお受取になるお客様 
・平日８時～20時の時間帯に、お持ちのお口座に振込資金が入金となる可能性がありま 
す。一方、平日 20 時を超える時間帯および土日祝日は入金をお受けできません。 

・手形・小切手のご決済およびご融資のご返済にかかる引き落とし時間につきましては、 
現行から変更ありません。 

・土日祝日は入金をお受けできませんので、「残高証明書の発行基準日が土日祝日である 
場合の表示残高」は、その前営業日の最終残高となります。 

・平日 20 時までの入金につきましては当日扱いとなり、通帳等に記載される日付は実際 
の入金日となります。 

 
２ 全銀 EDI システム（ZEDI）に対応したサービス 

 2020 年 9月 23日より、全銀 EDI システム（ZEDI）に対応したサービスの受付を開始
いたします。対象サービスは、総合振込および入出金取引明細・振込入金通知です（振込・
振替、給与・賞与振込、預金残高照会は対象外です）。 
  ZEDI 稼動後も、全銀フォーマット（固定長形式）による総合振込および入出金取引明
細・振込入金通知は、引き続きご利用いただけます。 
       

３ 金融取引約定書第３条第③項および特殊当座勘定貸越約定書第６条の読替について 
  従来の取引においては、利息を遅延利息(遅延損害金)の付利対象としておりましたが、 

2020年 9 月 23 日より、利息には損害金を付さないことといたしました。 
つきましては、別紙のとおり、当金庫と締結済の金融取引約定書第３条第③項および 

特殊当座勘定貸越約定書第６条の読み替えをお願いいたします。 



別紙 

１ 金融取引約定書の該当条項の読み替え 
【第３条第③項】 

現行    ：「甲は乙に対する債務を履行しなかった場合には、その支払うべき 
金額に対し年 14％の割合の損害金を支払います。この場合の計算方 
法は年 365 日の日割計算とします。      （追  加）     」 

 
読み替え後 ：「甲は乙に対する債務を履行しなかった場合には、その支払うべき 

金額に対し年 14％の割合の損害金を支払います。この場合の計算方 
法は年 365 日の日割計算とします。ただし、利息、割引料、保証料に 
ついては、損害金は付しません。」 

 
２ 特殊当座勘定貸越約定書の該当条項の読み替え 
【第６条】 

現行      ：「本取引に基づく債務の履行が遅延した場合には、支払うべき金額に 
対して年 14％の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算 
方法は年 365日の日割計算とします。        （追  加）       」  

 
読み替え後   ：「本取引に基づく債務の履行が遅延した場合には、支払うべき金額に 

対して年 14％の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算 
方法は年 365 日の日割計算とします。ただし、利息については、損害 
金を付しません。」 

 




